








 

 

（５）低コスト繁殖経営の実態～省力化のためのまき牛方式の採用～ 

N 氏は 70 頭の放牧牛のうち、50 頭を農事組合法人狩尾牧場、20 頭を隣接する狩尾牧野

組合（熊本型放牧が行なわれており、菊池など他地域からの牛も放牧されている）で放牧

している。狩尾牧場では、ASP（Autumn Saved Pasture；秋季備蓄用草地）を組み合わ

せた周年放牧が行なわれている。牧場は入会権を有する 14 名（うち 8 名が有畜農家）の

入会地である。有畜農家においては、草の量に応じた利用調整をおこなっている。 

狩尾牧場の牧野では、繁殖雌牛の群に 2 頭のまき牛を飼養し自然交配させるまき牛方式

が採られている。人工授精による繁殖がほとんどである現在のわが国の大家畜飼養におい

て、きわめて珍しい事例である。まき牛は県有種雄牛の貸し付けであり、黒毛・褐毛各 1

頭放牧している。これらは 4 年に 1 度、更新される。交配は褐毛和種が主体となっている。

繁殖農家の意向としては、褐毛和種の交配の方が要望は強い。黒毛和種との価格差は依然

あるものの褐毛和種の価格が上昇してきたこと、価格差が縮まってきたこと（現在、約 10

万円）が背景にある。 

 

写真 狩尾牧場の牧野で放牧される繁殖雌牛（あか牛） 

 

（６）牧野における牧番の業務内容と役割 

農事組合法人狩尾牧場で放牧牛を看視する牧番は当初、地元の大学を卒業した女性が担

っていた。その後、全く農業経験のなかった県外出身者（愛知県出身）が引き継いだが、

独立して新規就農し、繁殖経営を営んでいる。現在、牧番を担うのは 40代男性である。 

牧番の主な業務は次のとおりである。山にある牧場の宿舎に住み込んで、①毎日、牛の

チェック（主に分娩）を行うこと、②分娩が近い牛は、宿舎近くの特定の牧区に入れて、

朝一番でチェックすることである。 

牧番の日給は 6,500～7,000 円であり、後述するように、農家が負担する利用料金など

から充てられる。また電気・ガス代も牧場が負担する。牧場に牛を放牧する農家（組合員）

は、4～11 月（夏季）の期間は 1 頭 1日当たり 100 円、12～3 月の冬期は 200 円の利用料

金を支払っている。したがって、年間 1 頭当たり利用料金すなわち生産費（飼料費、管理



 

 

費など）は 4 万 8,000 円のみで済んでいる。その他、牧場組合員以外の放牧牛の預託料は、

夏期 220 円/頭、冬期 300 円/頭と相対的に高い価格設定となっている。種付け後の放牧牛

は、3,000 円/頭・年、組合員以外は 1 万円/頭・年である。 

 

（７）事故リスクに配慮した飼養管理 

 基本的に放牧牛はいつ種付けされたかわからないが、横臥位の状態の牛は記録にとり、

妊娠鑑定を行っている。大体 50％の確率で出産予定日がわかるということである。出産時、

看視人から繁殖農家に連絡があり、農家は牧場で状況を確認し、そのまま親子放牧が可能

か、里に連れ戻すかを判断する。こうした経営判断は、責任問題にも関わるため、農家に

委ねられている。N氏も牧場から連絡があれば、必ず状況を確認し、初子や双子などの場

合には里に戻すようにしている。 

預ける農家の 8割は分娩直前に里に下ろす形態をとっている。どちらが良いかは、ケー

スバイケースである。だが、初産時に産道が引っかかるなどして起こる可能性のある親子

の死亡事故など、事故が起こった際の経営的損失は大きい。現在、改良が進み、体躯の大

きな子牛が産まれてくるので、初産牛の未成熟の体躯では、分娩時に無理はできないとい

う事情もある。このため、初産牛の分娩の際には特に慎重を期している。N氏は、リスク

の高い 10 産以上の高齢牛や初産牛は分娩前に里に戻すようにしている。27 年 11月現在、

8 頭の親子を放牧している。 

 

（８）子牛の飼養管理の特徴～親子放牧等を通じた飼料費の大幅削減～ 

 先にみたように繁殖雌牛の牧場の利用料金は年間1頭当たり4万8,000円/頭/年である。

出産後山に残した子牛は 3カ月間の親子放牧を経たのち下牧させている。その後、約 1カ

月半は、3 カ月間の放牧させていた分の代償性成長を誘発させるため、高エネルギー価で

蛋白質を多く含んだ飼料を給与している。さらに、その後の 4カ月間はこの割合を少し減

少させ、飼料給与をおこなっている。子牛の出荷月齢は 9.5～10カ月であり、平均出荷頭

数は 4 頭/月である。この間の飼養法自体に大きな変更はないが、飼料給与量は増加させて

いる。出荷直前期（約 1カ月半）は別飼いにし、当然のことながら、この期は毎日、見栄

えを良くするためのブラッシングを行っている。 

こうした親子放牧の実践は、1 万円/月の飼料費で 7ヶ月給与するため、子牛の飼料費は

約 7 万円/頭のみで済んでいる。全国の肉専用種子牛生産費における飼料費は 21 万 3,612

円/頭（平成 26 年度）であるので（農林水産省大臣官房統計部〔３〕）、飼料費の大幅削減

を実現していることが明らかである。 

 

（９）あか牛の消費地圏への出荷実態 

あか牛肉は現在、とりわけ首都圏を中心に引き合いが強くなっている。子牛の出荷先は、

県外では肥育素牛・繁殖牛素牛とも宮城県や北海道などが多い。熊本県内では、主に農事
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組合法人 O 牧場（（株）O（熊本市に立地する食肉販売企業）の所有する牧場）などに出

荷されている。狩尾牧場の牧野から年間に出荷される子牛 200 頭のうち 50 頭はこの牧場

が購入している。消費地圏へのあか牛肉出荷に果たすこの企業の貢献は大きい。 

 

７．繁殖農家の取組実態（２）～南阿蘇村の S 経営の事例～ 

（１）経営の概要 

S経営は熊本県南阿蘇村に立地しており、肉用牛繁殖と水稲作の複合経営を営んでいる。

労働力は、調査に応じてくれた S氏（26歳）と両親の 3 名である。S氏は、農業大学校で

学んだ後、就農している。繁殖雌牛 40 頭、子牛 20 頭を飼養している。作付面積は水稲

60a、飼料用作物（イタリアンライグラスが中心）4ha、稲 WCS（イタリアンライグラス

との二毛作）1ha である。将来的には、繁殖雌牛 70 頭への増頭を目標にしている。稲WCS

の生産においては、稲作農家と利用供給協定を結んでいる。稲WCSの自作地は2aであり、

稲作農家の稲を自ら刈り取りロールにした稲 WCS を無償で引き取っている。もちろん 8

万円/10a の水田活用による所得補償交付金は稲作農家に助成される。県内の耕畜連携にお

いては、近年、このような形態をとる事例が多くなっているようである。 

上述のように、繁殖牛増頭の意向にあるが、労働力の制約のため、稲 WCS を増産する

意向はない。むしろ、近隣農家からの稲ワラの収集量を増加させたいと考えている。牛舎

は現在 3棟（200㎡、200㎡、150㎡）あるが、増頭に伴い、もう 1棟（200㎡）増設す

る意向である。堆肥舎（150 ㎡）は現状維持の意向である。なお、飼料用作物運搬・収集

等のための機械についてはトラック（2 トン）1台、軽トラ 3台、ホイルローダー（V1、

V2各 1台）を所有しているが、これらも現状維持の意向である。 

近年、近隣の繁殖経営は減少してきており、同地域内では他に 2戸しかいない。S氏は

地域の繁殖基盤をささえる貴重な若手後継者として有望視されている。 

 

（２）販売収入の現況 

平成 26 年実績で、繁殖部門 2,000 万円、水稲部門 48 万円である。所得率は両部門とも

50％である。同年度の子牛出荷頭数は約 40 頭である。高齢繁殖牛の更新の時期と重なり、

出荷頭数がやや減少していた。 

 

（３）夏山冬里方式による放牧飼養 

 S経営が利用する牧野は、近隣にある前川牧野組合であり、看視人は配置されていない。

S 経営および当該牧野組合長の 2 戸の農家がこの入会牧野を利用している。牧野面積は

60ha である。S 経営では夏季、約 15 頭の繁殖牛を放牧させている（牧野全体では 30 頭

弱）。生草給与主体の放牧飼養が、母牛の過肥防止の効果をもたらしている。 

 

 

- 31 -



 

 

 

写真 S 経営の牛舎で飼養されるあか牛 

 

このように、S経営は周年放牧でなく、夏山冬里方式で牛を放牧し、11月には下牧させ

ている。当地域で周年放牧が困難である要因は水不足によるもので、とりわけ、降雨量が

少ない冬季に水不足が起こるとのことである。牛の状況は、3 日に 1 回の割合で確認して

いる。 

 繁殖牛の種付けは人工授精であり、受精師に依頼し、里で行われる。その後の妊娠鑑定

を経て、人工授精の約 50 日後、上牧させている。分娩の 2 カ月前には下牧させているの

で、繁殖牛の放牧期間は約 6カ月である。 

 

（４）繁殖牛増頭の課題～後継者確保と既存農家の営農維持～ 

 後継者がいない点が最大の課題であると S氏は考えている。当該事例の南阿蘇村久木野

地域においては後継者がいるのは S氏の経営を含めて 2戸のみである。外に担い手を求め

るとしても、畜舎整備や素牛確保、技術取得等、新規参入には大変な難しさがある。 

 地域農業の展開においては、住居（生活）と職場（牛舎）を分けるなどして、高齢法人

経営に若年新規参入者を入りこめるようにする仕組みの構築を促すことも円滑な第三者経

営継承のための一案である。だが、当面は、既存の繁殖農家をリタイアさせず、営農を持

続してもらうことが現実的で、最も重要であるのかもしれない。 
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